
2019 年７月吉日 

お客様各位 
サイオステクノロジー株式会社 

    

消費税率引上げに関する対応のお知らせ 

 
拝啓 貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

2019 年 10 月 1 日に予定されております消費税率引き上げに関する対応につき、弊社では

下記の通りお知らせいたしますので、ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 
 

敬具 

記 

 

消費税率引き上げに伴い、2019 年 10 月 1 日以降に弊社がご提供する商品・サービス等に

係る消費税率は 10％となりますが、2019 年 9 月 30 日まではサービス提供期間が 2019 年

10 月 1 日以降に係る部分についても、一旦、消費税率を現行の 8％にて計算しております。 

つきましては、貴社と締結済みの契約に基づき、サービス提供期間が 2019 年 10 月 1 日以

降に係る部分につきましては、現行税率との差額分の消費税額を別途請求させて頂きます。 

誠に恐れ入りますが、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

以上 

 

＜お問い合わせ先＞ 

サイオス株式会社 

財務経理部／営業管理部 

電話番号：03-6401-5124 

E-Mail：tax-inquiry@sios.com 


